
各務原市監査委員告示第６号 

令和３年度財政援助団体等監査の結果に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定によ

り、次のとおり公表する。 

  令和４年９月２９日 

                各務原市監査委員  五 島 浩 利      

各務原市監査委員    谷 清 美      

                各務原市監査委員  塚 原   甫      



４各社福第４９２号－２

令和４年 ８月３１日 

各務原市監査委員 五島 浩利 様 

各務原市監査委員  谷 清美 様 

各務原市監査委員 塚原  甫 様 

各務原市長 浅野 健司 

令和３年度財政援助団体等監査の結果に関する報告における措置事項について 

令和４年４月１４日付４各監委第１号にて報告のありました表記の件につい

て、地方自治法第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり報告します。 



◎各務原市障害者団体連合会補助金 

【指摘事項】 

（１）連合会の規約について 

   現在、連合会の設置の根拠となる規約が定められておらず、地方自治

法や市の条例等の適用を受けない、市とは別の組織である任意団体の事

務に根拠なく市職員が従事しているという不適切な状況にある。また、

連合会における幹事会の位置付けや開催方法、議決に関する事項、事務

局に関する事項、会計に関する事項など基本的な事項も定められていな

いことから、規約の整備など適切な措置を講じられたい。 

【措置内容】 

   障害者団体連合会幹事会において、連合会の目的、幹事会の位置付け

及び開催方法、議決に関する事項、事務局に関する事項、会計に関する

事項などを定めた規約の整備を行いました。事務局については、社会福

祉課が行う旨を明記しました。 

【指摘事項】 

（２）補助対象経費について 

   連合会に対する補助金は、団体が行う事業の公益性を認識し、その事

業を支援する目的を有する「事業費補助金」であるとのことだが、補助

対象経費については定められていない。一般的に、事業費補助において

は、補助対象経費は事業の実施に直接関係のある事業費に限定し、慶弔

費、人件費（役員費）等は補助対象経費とはならない。市民に対する説

明責任の観点からも、補助対象経費の範囲を明確にされたい。 

【措置内容】 

   「各務原市障害者団体連合会活動事業費補助金交付要綱」を改正し、

補助対象経費の範囲を明確に定めました。 

【指摘事項】 

（３）ぎふ低肺機能者グループ各務原支部の支出について 

   連合会に所属する団体である「ぎふ低肺機能者グループ各務原支部」

の令和２年度の支出の一部は、同団体の解散に伴う上部団体への納入金

となっている。この経費は、補助金交付要綱に定める補助対象事業（連

合会に所属する団体が障害者の自立、社会参加の増進等を目的に行う活

動事業）に要する費用には該当しないと考えられるため、再度補助金の

額を精査し、返還の必要がある場合には、適切な措置を講じられたい。 



【措置内容】 

   「ぎふ低肺機能者グループ各務原支部」より自主返納の申出があり、

障害者団体連合会を通じて令和４年４月に返還金を受領しました。 

【指摘事項】 

（４）補助金の交付目的について 

   補助金は、地方自治法の規定により、「公益性の必要がある場合」の

み交付できることから、その必要性を明らかにする観点から、補助金交

付要綱に補助金の交付目的を定められたい。 

【措置内容】 

   「各務原市障害者団体連合会活動事業費補助金交付要綱」を改正し、

補助金の交付目的を定めました。 


